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□ 実施要領等 □ 

兵庫県悪性新生物（がん）登録事業実施要領 

兵庫県悪性新生物患者届出票 

（参考）年度別医療機関別届出件数 
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兵庫県悪性新生物（がん）登録事業実施要領 

１ 目 的

本事業は、県下における悪性新生物（がん）患者（以下「がん患者」という。）の

登録を実施することにより、悪性新生物の罹患率の測定、がん患者の受療状況、生

存率の測定等を行い、もって本県における悪性新生物対策の推進に資するとともに、

県下におけるがん医療水準の向上を図ることを目的とする。

２ 実施主体

本事業は、医療機関をはじめとする関係機関の協力を得て、兵庫県が実施する。

３ 悪性新生物の範囲

登録の対象となる悪性新生物の範囲は、国際疾病死因分類に掲げるすべての悪性

新生物及び上皮内がんと頭蓋内のすべての腫瘍とする。

４ 実施方法

（１）委託先

県内の医療機関から届け出のある兵庫県悪性新生物患者届出票（別添様式。以

下「届出票」という。）等の整理、登録、集計及び解析等について、県は公益財団

法人兵庫県健康財団（以下「健康財団」という。）に委託して実施する。

（２）医療機関の届出方法

県内医療機関は、がん患者を診療した場合は、届出票により、すでに他の医療

機関からの届出の有無にかかわらず健康財団に届け出る。また、既に届出のあっ

た患者が新たに他のがんに罹患したと診断された場合も同様とする。

   届出の時期は、①入院患者は退院時 ②外来患者は治療終了時または検査・治

療のために他院に紹介した時 ③患者死亡時のいずれかのうち一番早い時期に、

１腫瘍につき１回限り、診断内容を届出票に所要事項を記載し、患者にかかる秘

密の保持に留意し、専用封筒に入れ、健康財団に郵送する。

（３）人口動態調査死亡小票の転写

厚生労働省の許可を受けて、兵庫県健康福祉事務所（保健所）等は、人口動態

調査死亡小票を転写し、とりまとめた上で、原則、毎月、健康財団に送付する。

（４）住民基本台帳ネットワークの利用

   健康財団は予後調査において、届出票及び人口動態調査死亡小票で特定できな

かったものについて、住民基本台帳ネットワークで検索するための電子媒体を作

成し、県に送付する。

   県は送付された電子媒体で住民基本台帳ネットワークにおいて県外転出の有

無を検索し、その結果を健康財団に送付する。

（５）中央登録室

   中央登録室は健康財団に置く。

（６）都道府県がんデータベースシステム

独立行政法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）

が定める都道府県がんデータベースシステム利用手続規程及び同利用手続細則に

基づき事業実施し、次の事項を遵守する。

① 都道府県がんデータベースシステムの基本方針

② 都道府県がんデータベースシステムの利用条件

②  都道府県がんデータベースシステムの運用

③  このほか事業の推進に必要な事項

（７）出張採録など登録精度の向上

がん情報収集に必要な場合、健康財団は医療機関の承認を得たうえで出張採録

を行うなど、登録精度の向上に努めることとする。
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（８）本人関与の仕組み

個人情報の適切な取扱いを確保する観点から、本人関与の仕組みを設けること

ができる。登録拒否の申し出であれば、個人を識別できる情報の登録はしないも

のとし、削除の申し出であれば、本人であることを確認した上で当該本人を識別

できるデータを削除するものとする。

５ 秘密の保持

本事業に従事した者は、個々の患者及び医療機関について業務上知り得た秘密に

ついては、これを他に漏らしてはならない。

６ 登録資料の利用

（１）県は健康財団がとりまとめた解析結果を公表するとともに、関係医療機関等  

へ送付する。

（２）登録資料は前項のほか、事業目的の達成に寄与すると認められる場合、利用す

ることができる。

７ 登録資料の提供

  登録資料は、事業目的の達成に寄与すると認められる場合、厚生労働省や国立が

ん研究センターなどがん対策を推進する機関に対して、提供することができる。

８ そ の 他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は、兵庫県健康福祉部長が定める。

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
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受付番号 使 事

受付年月日 用 務

名称 照会先所属 届出者 欄 局

性別 生年月日

0 西暦

1 男 1 明治

2 大正 年 月 日

2 女 3 昭和

4 平成

（例　胃Ｕ，肺S2，など）

部 位

臓器名と詳細部位

1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診

4 部位特異的腫瘍ﾏｰｶｰ(PSA,AFP,HCG,VMA,免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ高値)

5 臨床検査 6 臨床診断

0 西暦

1 昭和 年 月 日

2 平成

0 西暦

1 昭和 年 月 日

2 平成

1 がん検診 2 健診・人間ドック 3 他疾患の経過観察中

4 剖検 9 自覚症状・その他・不明

病 期 0 上皮内 1 限局 2 所属リンパ節転移

3 隣接臓器浸潤 4 遠隔転移 9 不明　　　　　

T N M ステージ

「病巣の拡がり」欄の判定(記入)ができない場合に限り、その判定に役立つ情報をご記入ください。

手術 1　有　　2　無

初回治療 体腔鏡的 1　有　　2　無

内視鏡的 1　有　　2　無

観血的治療を総合 原発巣切除 (１治癒切除　２非治癒切除　３治癒度不明)

した治療効果 4 姑息･対症療法･転移巣切除･試験開腹 9 不詳

放射線 1　有　　2　無

化学療法 1　有　　2　無

免疫療法 1　有　　2　無

内分泌療法 1　有　　2　無

その他　

0 西暦

1 平成
死 亡 年 月 日

そ の 他 の
治 療

貴院における初回
の一連の治療につ
いてすべてご記入
ください。

再発では記載不要

観 血 的 治 療

（患者の紹介先、病状等参考になる事項がありましたらご記入ください。）

備 考

兵庫県悪性新生物患者届出票 秘 事務局
使用欄

悪性リンパ腫は「主病変の部位」を記載

自施設
診断日

医 療 機 関

診断時住所

1　右　　２　左　　９不明
３　両側(卵巣，腎芽腫，網膜芽腫)

初発・
治療開始後

1　初発（自施設で診断かつ／もしくは初回治療）
２　治療開始後（前医で当該腫瘍の初回治療を開始した以降）・再発

患者の全経過を通じて、が
んと診断する根拠となった
検査に○(初回治療前の診
断に限定しない)

診 断 日

貴 院 患 者 ID

左 右
両側臓器のみ記載

診 断 方 法
（複数回答可）

診 断 情 報

発 見 経 緯

病 理 診 断 名

詳細にお願いしま
す

姓・名
(漢字)

診 断 名

他施設診断の場合、その診断日をわか
る範囲で必ず記入

・初回治療前に自施設で実施した検査
のうち、診断根拠の番号の最も小さい
検査の検体採取日や検査日
・他施設診断の場合は、当該腫瘍自施
設初診日

初回
診断日

初発の場合、病巣の拡がりか
UICCTNMのどちらかは必ず記入
(地域がん登録では病巣の拡がりを集
計する。病巣の拡がりに記入がなけれ
ばTNM分類やその他の情報からコー
ド化する。)

・手術施行の場合
術後評価を優先
・術前化学・放射
線治療後手術の場
合は治療前評価を
優先
再発では記載不要

病巣の拡がり

年 月 日

UICC TNM※

その他
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＜参考＞年度別医療機関別届出件数

※本表は、兵庫県悪性新生物患者届出票等による届出件数です。 

１ がん診療連携拠点病院（国指定：１４）
No. 圏域 病 院 名 H19～H24 H25 H26 H27 H28

1 神戸大学医学部附属病院 14,529 4,259 3,493 3,506 3,679
2 神戸市立医療センター中央市民病院 10,069 2,484 2,741 3,075 2,776
3 西神戸医療センター 4,843 1,712 1,531 1,567 460
4 独)労働者健康安全機構関西労災病院 9,071 1,737 2,623 2,604 784
5 兵庫医科大学病院 12,538 2,629 2,145 2,586 1,814
6 阪神北 公立学校共済組合近畿中央病院 3,457 782 879 822 849
7 東播磨 県立がんセンター 10,778 7,072 5,884 3,903 3,788
8 北播磨 市立西脇病院 2,441 591 707 584 485
9 独)国立病院機構姫路医療センター 5,831 3,527 1,779 1,747 1,795

10 姫路赤十字病院 7,353 1,531 2,109 2,086 1,484
11 西播磨 赤穂市民病院 3,361 504 542 544 78
12 但馬 公立豊岡病院組合立豊岡病院 4,113 969 968 1,200 1,112
13 丹波 県立柏原病院 952 264 364 408 431
14 淡路 県立淡路医療センター 2,713 608 745 868 1,283

92,049 28,669 26,510 25,500 20,818
西神戸医療センターは、平成27年4月1日から国指定がん診療連携拠点病院に指定。

２ 小児がん診療連携拠点病院（国指定：１）
1 神戸 県立こども病院　※ 72 74 29 27 75

※平成24年度分から届出開始

３ 県指定がん診療連携拠点病院（県指定：９）
1 神鋼記念病院 4,811 854 903 2,077 568
2 独)国立病院機構神戸医療センター 2,423 589 762 629 678
3 県立尼崎総合医療センター 2,153 1,021 1,125 1,199 1,415
4 西宮市立中央病院 938 545 636 611 663
5 県立西宮病院 970 792 832 1,272 401
6 阪神北 市立伊丹病院 3,870 1,112 831 1,061 1,197
7 県立加古川医療センター 1,236 535 784 688 1,212
8 加古川西市民病院 1,044 690 1,663 778 210
9 中播磨 社会医療法人製鉄記念広畑病院 1,010 676 805 809 33

18,455 6,814 8,341 9,124 6,377
独)国立病院機構神戸医療センターは、平成27年4月1日から県指定がん診療連携拠点病院に指定。

４ その他の医療機関
36,172 13,494 14,306 18,689 6,423
1,965 1,586 1,636 5,576 4,712

148,713 50,637 50,822 58,916 38,405

神戸

阪神南

中播磨

神戸

阪神南

その他の医療機関
他府県からの届出（移送分）

合計（１＋２＋３＋４）

小計

小計

東播磨
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